
宗
教
・
文
化
研
究
所
公
開
講
座
講
演
録
要
旨

頼
政
の
射
た
モ
ノ｜

平
家
物
語
の
内
と
外
｜

櫻

井

陽

子

は
じ
め
に

源
頼
政
に
つ
い
て
は
多
く
の
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
は
、
平
家
物
語
巻
四
に
載
る
頼
政
の
武
勲
譚
を
取
り
上
げ
る
。「
頼

政
の
射
た
モ
ノ
」
と
は
、
頼
政
の
射
た
変
化
へ
ん
げ

を
指
す
。
頼
政
説
話
の
形
成
過
程
及
び
享
受
の
様
を
、
平
家
物
語
の
内
側
と
外
側
の
両
面

か
ら
考
え
た
い
。
な
お
、
紙
幅
の
都
合
上
、
こ
こ
に
は
「
内
側
」
部
分
を
要
約
し
た
。「
外
側
」
部
分
を
含
め
て
全
体
を
再
構
築
し
て

「
明
月
記
研
究
」
一
四
号
（
二
〇
一
六
年
一
月
）
に
、「
平
家
物
語
が
描
く
源
頼
政
の
変
化
退
治
・
鵺
退
治
」
と
題
し
て
掲
載
し
た
の

で
、
詳
細
は
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

57

頼政の射たモノ



一

頼
政
の
武
勲
譚
｜
覚
一
本
平
家
物
語
と
諸
本
の
存
在
｜

平
家
物
語
は
以
仁
王
の
乱
を
次
の
よ
う
に
記
す
。
治
承
四

一
一
八
〇
）年
、
頼
政
は
後
白
河
院
の
皇
子
、
以
仁
王
を
唆
し
て
平
家

打
倒
を
企
て
る
。
以
仁
王
は
悩
ん
だ
末
に
決
意
し
、
全
国
に
令
旨
を
出
す
。
令
旨
は
や
が
て
源
頼
朝
や
源
義
仲
な
ど
の
蜂
起
を
促
し
、

全
国
的
な
反
乱
を
導
く
。
し
か
し
打
倒
計
画
は
す
ぐ
に
発
覚
し
、
頼
政
は
自
害
し
、
以
仁
王
も
流
れ
矢
に
当
た
っ
て
死
ぬ
。

乱
の
収
束
後
に
頼
政
生
前
の
逸
話
が
語
ら
れ
る
。
平
家
物
語
に
も
様
々
な
種
類
が
あ
る
。
ま
ず
最
も
知
ら
れ
て
い
る
覚
一
本
平
家
物

語
（
応
安
四

一
三
七
一

年
制
定
）
巻
四
に
よ
っ
て
紹
介
す
る
。

最
初
に
頼
政
の
不
遇
を
救
う
和
歌
の
才
能
が
語
ら
れ
る
。
頼
政
は
、「
摂
津
守
頼
光
に
五
代
」
に
あ
た
り
、「
大
内
守
護
に
て
年
ひ
さ

し
う
あ
り
し
か
ど
も
、
昇
殿
を
ば
ゆ
る
さ
れ
ず
」。
そ
こ
で
、
Ⓐ
「
人
し
れ
ず
大
内
山
の
や
ま
も
り
は
木
が
く
れ
て
の
み
月
を
み
る
か

な
」
と
、
不
遇
を
嘆
く
歌
を
詠
み
、
昇
殿
を
許
さ
れ
て
正
四
位
下
に
な
っ
た
。
次
に
、
Ⓑ
「
の
ぼ
る
べ
き
た
よ
り
な
き
身
は
木
の
も
と

に
し
ゐ
を
ひ
ろ
ひ
て
世
を
わ
た
る
か
な
」
と
詠
ん
で
、
三
位
に
な
っ
た
。

次
に
、
変
化
退
治
が
語
ら
れ
る
。
近
衛
院
の
時
代
に
、
東
三
条
の
森
か
ら
黒
雲
が
わ
き
上
が
り
、「
変
化
」
が
主
上
を
悩
ま
せ
る
。

公
卿
達
は
、
か
つ
て
邪
気
を
退
治
し
た
源
義
家
の
先
例
に
倣
い
、
頼
政
を
召
す
。
頼
政
は
一
矢
で
射
止
め
た
。
変
化
の
姿
は
、「
か
し

ら
は
猿
、
む
く
ろ
は
狸
、
尾
は
く
ち
な
は
、
手
足
は
虎
の
姿
」
と
い
う
合
体
怪
獣
で
、
声
だ
け
が
鵺
で
あ
っ
た
。
左
大
臣
藤
原
頼
長
が

褒
美
を
与
え
る
。
頼
長
は
、「
ほ
と
と
ぎ
す
名
を
も
雲
井
に
あ
ぐ
る
か
な
」
と
詠
み
掛
け
、
頼
政
は
す
ぐ
に
、「
弓
は
り
月
の
い
る
に
ま

か
せ
て
」
と
付
け
た
。
こ
の
よ
う
に
即
興
で
歌
を
付
け
る
の
は
歌
人
と
し
て
非
常
に
大
切
な
才
能
で
、
皆
は
非
常
に
喜
び
感
心
し
た
。

そ
し
て
、
変
化
は
流
さ
れ
た
。
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続
い
て
、
鵺
退
治
と
な
る
。
二
条
院
の
時
代
に
、
鵺
と
い
う
化
鳥
が
鳴
い
た
の
で
、
再
び
命
じ
ら
れ
た
頼
政
が
一
の
矢
で
驚
か
せ
て

飛
び
出
さ
せ
、
二
の
矢
で
命
中
さ
せ
る
。
今
度
は
右
大
臣
藤
原
公
能
が
褒
美
を
与
え
る
。
公
能
は
、「
五
月
や
み
名
を
あ
ら
は
せ
る
こ

よ
ひ
か
な
」
と
詠
み
掛
け
、
頼
政
が
、「
た
そ
か
れ
時
も
す
ぎ
ぬ
と
お
も
ふ
に
」
と
付
け
、
領
地
を
も
ら
っ
た
。

変
化
退
治
は
現
実
離
れ
し
て
い
る
も
の
の
、
十
分
に
怖
し
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
同
じ
パ
タ
ー
ン
で
、
し
か
も
鳥
の
鵺
退
治
が
続
く

と
、
話
が
小
さ
く
な
り
、
面
白
さ
が
減
じ
る
。
な
ぜ
印
象
を
薄
め
る
よ
う
な
作
り
方
を
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

二

平
家
物
語
諸
本
の
存
在
と
頼
政
の
武
勲
譚

平
家
物
語
に
は
様
々
な
種
類
の
本
が
あ
る
が
、
左
表
に
揚
げ
た
よ
う
に
、
こ
の
話
は
諸
本
に
よ
っ
て
錯
綜
し
て
い
る
。
覚
一
本
は
語

り
本
系
の
一
種
だ
が
、
同
じ
語
り
本
系
の
他
の
種
類
の
本
（
巻
四
）
に
は
変
化
退
治
説
話
し
か
な
い
。

読
み
本
系
平
家
物
語

語
り
本
系
平
家
物
語

延
慶
本

長
門
本

四
部
本

盛
衰
記

闘
諍
録

覚
一
本

屋
代
本

斯
道

文
庫
本

中
院
本

頼
政
記

巻
一

Ⓒ

Ⓐ
Ⓒ
③
②

Ⓒ

Ⓒ

Ⓒ

Ⓒ

Ⓒ
）

Ⓒ

╱

変

鵺

鵺

鵺

Ⓑ
Ⓐ
①

Ⓒ

巻
四

Ⓐ
Ⓑ

欠

Ⓐ

Ⓐ
①
Ⓑ
②

欠

Ⓐ
Ⓑ

欠

Ⓐ
Ⓑ

Ⓐ
Ⓑ

Ⓐ
①
②
Ⓑ

変

変

変

変

変

変

変

鵺

鵺
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平
家
物
語
に
は
も
う
一
種
類
、
語
り
本
系
と
は
か
な
り
様
相
が
異
な
る
読
み
本
系
が
あ
る
。
分
量
が
多
く
、
本
に
よ
っ
て
性
格
も
異

な
り
、
様
々
な
話
が
入
り
込
ん
だ
り
、
配
列
が
異
な
っ
た
り
し
て
い
る
。

諸
本
の
中
で
古
さ
を
評
価
さ
れ
て
き
た
の
が
延
慶
本
で
あ
る
。
延
慶
本
と
は
、
延
慶
二
、
三
（
一
三
〇
九
、
一
三
一
〇
）
年
に
書
写

さ
れ
た
本
を
、
百
十
年
後
の
応
永
二
十
六
、
二
十
七
（
一
四
一
九
、
一
四
二
〇
）
年
に
再
度
書
写
し
た
本
で
、
現
在
、
大
東
急
記
念
文

庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
百
十
年
後
の
書
写
で
あ
っ
て
も
、
内
容
は
延
慶
書
写
と
同
等
で
あ
り
、
延
慶
年
間
の
面
影
を
残
す
古
い
本
と

考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
応
永
書
写
時
に
、
覚
一
本
の
本
文
に
よ
っ
て
書
き
直
し
て
い
る
部
分
が
あ
り
、
延
慶
書
写
と
応
永
書
写

と
は
距
離
が
あ
る
こ
と
が
次
第
に
判
明
し
て
き
た
。

巻
一
の
願
立
説
話
、
巻
四
の
頼
政
説
話
と
咸
陽
宮
描
写
の
三
箇
所
は
、
数
行
あ
る
い
は
説
話
単
位
で
覚
一
本
を
混
態
さ
せ
て
い
る
。

巻
一
・
四
に
は
そ
の
他
に
も
、
単
語
や
文
節
単
位
で
擦
り
消
し
て
、
上
書
き
や
傍
書
を
加
え
て
い
る
。
応
永
書
写
本
の
巻
一
と
巻
四
は

同
一
人
物
の
書
写
に
な
る
。
書
写
者
の
机
上
に
は
覚
一
本
が
備
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

他
の
巻
は
巻
毎
に
事
情
が
異
な
る
。
た
と
え
ば
、
巻
五
の
本
文
に
は
「
異
本
」
と
い
う
注
記
が
入
り
込
ん
で
い
る
部
分
が
あ
る
。
こ

の
「
異
本
」
は
覚
一
本
で
は
な
い
。
現
存
し
な
い
読
み
本
系
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
以
外
に
も
、
源
平
盛
衰
記
（
平
家
物
語
の

巻
一
「
御
輿
振
」：

比
叡
山
衆
徒
が
内
裏
に
強
訴
に
押
し
か
け
る
が
、
頼
政
の
護
衛
す
る
門
の
攻
撃
は
止
め
る
。

欠：

欠
巻
（
或
い
は
欠
落
）

変：

変
化
退
治

鵺：

鵺
退
治

╱：

該
当
説
話
が
無
い

①

ツ
キ
〴
〵
シ
ク
モ
ア
ユ
ブ
モ
ノ
カ
ナ

イ
ツ
シ
カ
ニ
雲
ノ
上
ヲ
バ
踏
ナ
レ
テ

（
盛
衰
記
に
よ
る
）

②

水
ひ
た
り
ま
き
の
ふ
ち
〳
〵
お
ち
た
き
り
ひ
を
け
さ
い
か
に
よ
り
ま
さ
る
ら
ん

（
長
門
本
に
よ
る
）

③

と
を
山
を
ま
ほ
り
に
き
た
る
今
夜
し
も
そ
よ
〳
〵
め
く
は
人
の
か
る
か
や

（
長
門
本
）

Ⓒ

深
山
木
の
そ
の
梢
と
も
見
え
ざ
り
し
さ
く
ら
は
花
に
あ
ら
は
れ
に
け
り

（
覚
一
本
に
よ
る
）
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最
も
長
大
な
異
本
。
以
下
「
盛
衰
記
」）
的
な
本
文
を
混
態
し
て
い
る
と
疑
わ
れ
る
部
分
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
存
の
延
慶
本

（
応
永
書
写
本
）
の
全
て
を
延
慶
時
の
書
写
の
復
元
と
考
え
る
こ
と
に
は
危
険
が
伴
う１

）
。

さ
て
、
変
化
退
治
と
鵺
退
治
が
並
立
し
て
い
る
の
は
延
慶
本
と
覚
一
本
だ
け
で
、
こ
の
二
本
は
同
文
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
延
慶
本
の

頼
政
説
話
は
覚
一
本
に
よ
る
混
態
部
分
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
混
態
以
前
の
延
慶
本
の
頼
政
説
話
は
ど
の
よ
う
な
形
だ
っ
た
の
か
。

以
前
、
盛
衰
記
や
『
頼
政
記
』
に
描
か
れ
る
変
化
退
治
説
話
と
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
た
。『
頼
政
記
』
と
は
内
閣
文
庫
所
蔵
の
零
本

で
あ
る
。
江
戸
後
期
の
書
写
だ
が
、「
底
本
は
室
町
時
代
の
中
期
ぐ
ら
ゐ
に
溯
上
る
」
と
推
定
さ
れ
て
い
る２

）
。
ち
な
み
に
、
長
門
本
は

延
慶
本
の
年
の
離
れ
た
弟
と
言
わ
れ
る
が
、
巻
四
相
当
部
分
の
後
半
が
な
い
。『
頼
政
記
』
は
そ
の
欠
落
を
埋
め
る
よ
う
な
形
態
だ
が
、

本
文
は
盛
衰
記
に
類
似
し
て
い
る
。
こ
の
盛
衰
記
と
『
頼
政
記
』
に
は
変
化
退
治
説
話
し
か
な
い
。

延
慶
本
の
展
開
に
も
注
目
さ
れ
る
。
変
化
退
治
・
鵺
退
治
の
次
に
中
国
の
故
事
が
引
か
れ
て
、
別
の
化
け
物
、
即
ち
鉄
を
食
う
虫

（
ばく

）
の
話
と
な
る
。
そ
れ
は
、「
ア
マ
タ
獣
ノ
形
」、「
畜
類
七
ノ
姿
」
を
持
っ
た
合
体
怪
獣
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
今
頼
政
卿
所
射

ノ
ハ
ケ
物
モ
、
彼

ホ
ト
コ
ソ
無
レ
ト
モ
、（
中
略
）
不
思
議
ナ
リ
シ
異
禽
ナ
リ
」
と
結
ぶ
。
こ
こ
に
は
鳥
の
鵺
退
治
は
な
い
。
そ
こ

で
、
延
慶
本
の
古
い
形
は
、
源
平
盛
衰
記
、『
頼
政
記
』
の
よ
う
な
変
化
退
治
だ
け
で
あ
っ
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
盛
衰
記
に
は
独
自
の
話
が
多
く
取
り
込
ま
れ
て
お
り
、
盛
衰
記
、『
頼
政
記
』
共
に
、
変
化
退
治
の
中
に
、
鳥
の
鵺
退
治

的
な
要
素
も
入
り
込
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
処
理
し
き
れ
ず
に
い
た
と
こ
ろ
、
最
近
、
四
部
合
戦
状
本
（
以
下
、「
四
部
本
」）

の
巻
四
を
読
み
直
す
機
会
を
得
た
。
四
部
本
は
古
態
的
な
側
面
を
持
つ
一
方
で
、
略
述
や
杜
撰
な
改
編
も
併
せ
持
つ
、
扱
い
難
い
読
み

本
系
の
一
本
で
あ
る
。
巻
四
に
も
独
自
の
改
変
が
多
い
が
、
そ
れ
を
除
く
と
、
こ
の
巻
に
限
っ
て
は
、
延
慶
本
が
延
慶
書
写
の
時
に
使

っ
た
親
本
と
、
四
部
本
が
書
写
す
る
時
に
使
っ
た
親
本
と
は
非
常
に
よ
く
似
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る３

）
。
す
る
と
、
頼
政
説
話
も

四
部
本
を
基
に
し
て
考
え
ら
れ
る
と
思
い
至
っ
た
。
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四
部
本
の
頼
政
説
話
は
、
不
遇
を
救
う
和
歌
の
才
能
の
話
を
変
化
退
治
説
話
の
次
に
置
き
、
Ⓑ
の
和
歌
も
省
略
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
問
題
は
あ
る
が
、
四
部
本
に
も
鵺
退
治
説
話
が
な
い
。
変
化
退
治
説
話
の
内
容
は
覚
一
本
と
大
き
く
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
表

現
面
で
は
細
か
く
異
な
る
も
の
の
、
他
の
読
み
本
系
と
共
有
す
る
表
現
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
盛
衰
記
に
は
頼
政
の
和
歌
が
多
く
載
る
。
Ⓐ
の
和
歌
に
よ
っ
て
四
位
し
て
昇
殿
を
許
さ
れ
た
あ
と
に
、「
始
テ
殿
上
ヲ

通
リ
ケ
ル
ニ
、
ア
ル
女
房
ノ
、
ツ
キ
〴
〵
シ
ク
モ
ア
ユ
ブ
モ
ノ
カ
ナ
」
と
詠
み
掛
け
る
と
、
頼
政
が
す
ぐ
に
、「
イ
ツ
シ
カ
ニ
雲
ノ
上

ヲ
バ
踏
ナ
レ
テ
」
と
返
し
た
と
い
う
や
り
と
り
（
①
）
が
あ
る
。
そ
し
て
、
Ⓑ
の
和
歌
の
あ
と
に
は
難
題
和
歌
を
命
ぜ
ら
れ
る
（
②
）。

②
は
説
話
集
『
今
物
語
』
十
三
話
を
改
作
し
た
歌
で
あ
る
。
盛
衰
記
以
外
に
も
①
や
②
を
有
す
る
本
が
あ
り
、
盛
衰
記
独
自
の
増
補
で

は
な
い
。
す
る
と
四
部
本
が
和
歌
を
省
略
し
た
と
想
定
で
き
る
。

覚
一
本
に
よ
っ
て
混
態
が
行
わ
れ
る
前
の
延
慶
本
に
載
っ
て
い
た
頼
政
説
話
は
、
不
遇
を
救
う
和
歌
二
首
に
①
（
あ
る
い
は
②
も
）

が
あ
り
、
鵺
退
治
説
話
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
。

三

頼
政
武
勲
譚
の
成
り
立
ち

左
に
頼
政
武
勲
譚
の
構
成
要
素
を
抜
き
出
し
た
。

頼
政
記

盛
衰
記

闘
諍
録

長
門
本

四
部
本

覚
一
本
・
延
慶
本

（
巻
十
六
）

（
巻
一
）

（
巻
四
）

（
巻
四
）

応
保

1161
〜
1163
）

平
治
二
年

1160
）

仁
平

1151
〜
1154
）

二
条
院

二
条
院

二
条
院
幼
帝
）

二
条
院
幼
稚
）

近
衛
院

62



延
慶
本
・
覚
一
本
を
除
け
ば
、
変
化
退
治
の
時
代
設
定
は
二
条
院
の
時
代
（
一
一
五
八
〜
一
一
六
五
）、
更
に
、
登
場
人
物
の
官
職
な

ど
を
勘
案
す
れ
ば
、
平
治
の
乱
（
一
一
五
九
）
後
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
頼
政
が
大
内
守
護
で
あ
っ
た
時
代
で
も
あ
る
。
平
家
物
語

の
本
格
的
な
始
動
は
永
暦
元
年
（
一
一
六
〇
）、
後
白
河
院
と
二
条
帝
父
子
の
仲
の
悪
さ
を
象
徴
す
る
二
代
后
の
事
件
で
あ
る
。
そ
れ

と
時
を
同
じ
く
す
る
変
化
退
治
と
な
る
。
こ
の
時
代
の
京
の
街
と
朝
廷
に
蠢
く
不
穏
な
空
気
を
変
化
が
背
負
い
、
そ
れ
を
払
拭
す
る
大

内
守
護
、
頼
政
が
登
場
す
る
。
な
お
、
覚
一
本
（
延
慶
本
）
は
、
変
化
の
話
の
次
に
鵺
退
治
説
話
を
加
え
た
。
そ
こ
で
、
変
化
退
治
の

東
三
条
森

東
三
条
森

東
三
条
森

東
三
条
森

東
三
条
森

変化退治説話

獅
子
王
・
衣

獅
子
王
・
衣

獅
子
王

獅
子
王

獅
子
王

五
月
余

夏

五
月
廿
日
余

五
月
廿
日
余

四
月
十
日
余

左
大
臣
頼
長

関
白
太
政
大
臣
基
実

経
宗
右
大
臣

大
炊
御
門
右
大
臣

宇
治
左
大
臣

郭
公
…

郭
公
…

郭
公
…

郭
公
…

五
月
闇
…

五
月
闇
…

異
本
）

巻
二
）

巻
一
）

巻
四
）

鳥
羽
院

鳥
羽
院

応
保
・
二
条
院

衣

衣

衣

鵺退治説話

五
月
廿
日
余

五
月

五
月
廿
日
余

左
大
臣

頼
長
左
府

大
炊
御
門
右
大
臣
公
能

五
月
闇
…

五
月
闇
…

五
月
闇
…
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話
を
少
し
溯
ら
せ
て
近
衛
院
の
頃
と
し
、
鵺
の
話
を
二
条
院
の
時
代
に
と
、
時
代
設
定
を
組
み
替
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四

変
化
説
話
の
誕
生
｜『
十
訓
抄
』
と
平
家
物
語
｜

な
ぜ
頼
政
は
、
現
実
と
は
あ
ま
り
に
も
懸
け
離
れ
た
化
け
物
を
射
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
原
拠
と
な
る
話
・
事
件
に
つ
い
て
様
々

に
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
特
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
説
話
集
の
『
十
訓
抄
』（
一
二
五
二
年
に
序
が
成
立
）
で
あ
る
。
平
家
物
語
は
、

成
立
年
代
や
原
型
な
ど
一
切
不
明
だ
が
、
一
二
四
〇
年
代
に
は
原
型
が
で
き
て
、
順
次
、
増
補
・
改
編
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
一
二
五
〇
年
代
は
平
家
物
語
の
成
長
の
時
代
で
あ
る
。『
十
訓
抄
』
を
原
拠
と
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
関

係
が
あ
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

『
十
訓
抄
』
第
十
｜
五
十
六
話
の
頼
政
の
話
は
平
家
物
語
と
類
似
し
て
い
る
。
高
倉
院
の
時
代
に
、
御
殿
で
鵺
が
鳴
き
、
不
吉
な
こ

と
と
し
て
頼
政
が
召
さ
れ
る
。
頼
政
は
、
五
月
雨
の
悪
条
件
が
重
な
る
中
で
、
小
さ
な
鳥
を
見
事
に
射
る
。
当
時
中
納
言
だ
っ
た
後
徳

大
寺
左
大
臣
藤
原
実
定
が
褒
美
を
与
え
る
（
史
実
と
し
て
は
、
実
定
は
当
時
中
納
言
で
は
な
い
）。
実
定
は
、「
郭
公
雲
居
に
名
を
も
あ

ぐ
る
か
な
」
と
詠
み
掛
け
、
頼
政
は
、「
弓
張
月
の
い
る
に
ま
か
せ
て
」
と
付
け
た
。
そ
し
て
、
中
国
の
弓
の
名
人
養
由
の
話
に
触
れ

て
終
わ
る
。

こ
う
し
た
鵺
退
治
説
話
を
も
と
に
、
平
家
物
語
は
変
化
を
退
治
す
る
話
に
変
え
て
、「
郭
公
」
の
連
歌
を
使
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

平
家
物
語
が
鵺
退
治
説
話
を
新
た
に
載
せ
る
時
に
は
、
似
て
非
な
る
「
五
月
闇
」
と
い
う
二
番
煎
じ
の
よ
う
な
連
歌
を
作
り
出
さ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
。

ち
な
み
に
、『
十
訓
抄
』
第
十
｜
三
十
四
話
に
は
頼
政
の
話
が
も
う
一
つ
あ
る
。
Ⓐ
「
人
し
れ
ぬ・
」
を
詠
ん
で
昇
殿
が
許
さ
れ
た
と
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い
う
話
で
、
こ
れ
も
平
家
物
語
に
よ
く
似
て
い
る
。『
十
訓
抄
』
は
お
そ
ら
く
『
千
載
和
歌
集
』
に
拠
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
千
載

集
』
に
は
、
二
条
院
の
時
代
に
詠
ん
だ
歌
と
は
あ
る
が
、
こ
の
和
歌
に
よ
っ
て
昇
殿
し
た
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
実
際
の
昇
殿
は
、

二
条
院
が
没
し
た
翌
年
（
仁
安
元

一
一
六
六

年
）
で
あ
り
、
従
四
位
下
に
な
っ
た
の
は
さ
ら
に
そ
の
翌
年
で
あ
る
。
歌
を
詠
ん
で

昇
進
で
き
た
話
は
、
説
話
と
し
て
は
よ
く
あ
る
が
、
現
実
社
会
で
は
難
し
い
。

『
十
訓
抄
』
第
十
の
標
題
は
「
才
芸
を
庶
幾
す
べ
き
事
」
で
あ
る
。
和
歌
を
中
心
と
し
た
様
々
な
芸
能
に
よ
っ
て
利
益
や
幸
運
を
得

る
話
を
収
め
て
い
る
。
従
っ
て
、
頼
政
が
昇
殿
を
許
さ
れ
る
と
い
う
結
果
は
必
須
で
あ
る
。
平
家
物
語
で
は
更
に
話
が
増
幅
し
て
三
位

昇
進
ま
で
加
わ
る
。
平
家
物
語
の
作
者
が
『
千
載
集
』
を
見
て
い
る
の
は
確
実
だ
が
（
忠
度
の
都
落
ち
の
話
等
）、
頼
政
の
話
に
関
し

て
は
、『
十
訓
抄
』
の
影
響
も
強
く
受
け
て
い
る
。

『
十
訓
抄
』
第
十
｜
五
十
四
〜
五
十
六
話
に
は
武
芸
の
話
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
五
十
四
話
の
始
め
に
「
養
由
が
芸
」
に
触
れ
、

最
後
に
頼
政
の
武
芸
を
語
り
、
養
由
に
言
及
し
て
武
芸
の
話
を
締
め
括
る
。
が
、
た
だ
武
芸
に
長
け
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
基

本
に
は
「
文
」
が
必
要
で
あ
る
と
説
く
。『
十
訓
抄
』
で
の
頼
政
の
話
は
、
武
士
が
文
を
兼
ね
る
こ
と
を
尊
ぶ
と
い
う
流
れ
の
中
で
紹

介
さ
れ
て
い
る
。『
十
訓
抄
』
を
参
考
に
平
家
物
語
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
れ
ば
、
鵺
よ
り
も
も
っ
と
武
芸
を
強
調
す
る
、
よ
り
強
烈

な
対
象
が
必
要
で
あ
っ
た
ろ
う
。

五

変
化
説
話
の
誕
生
｜
時
代
の
風
潮
｜

鵺
よ
り
も
強
烈
な
対
象
と
し
て
、
な
ぜ
変
化
が
選
ば
れ
た
の
か
。
元
木
泰
雄
氏
の
論４

）
を
参
考
と
し
て
考
え
た
い
。

摂
津
源
氏
で
頼
政
の
先
祖
で
あ
る
頼
光
は
、
武
家
の
棟
梁
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
。
し
か
し
、
頼
光
が
生
き
て
い
た
平
安
時
代
の
頼
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光
の
活
躍
に
は
化
け
物
退
治
は
な
い
。
そ
れ
が
次
第
に
化
け
物
や
酒
呑
童
子
を
退
治
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
氏
は
そ
の
き
っ
か
け

と
し
て
、『
古
今
著
聞
集
』（
一
二
五
四
年
成
立
）
所
載
の
「
説
話
を
萌
芽
と
し
て
、
頼
光
が
王
権
を
守
護
す
る
た
め
に
討
伐
す
る
対
象

は
、
単
な
る
賊
徒
か
ら
怪
異
、
怪
物
へ
と
発
展
し
て
ゆ
く
」
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
河
内
源
氏
の
義
家
は
頼
政
の
先
祖
で
は
な
い
が
、

頼
政
が
変
化
退
治
を
命
ぜ
ら
れ
た
時
の
先
例
と
し
て
登
場
す
る
。
義
家
が
も
の
の
け
を
撃
退
し
た
話
が
『
古
事
談
』（
一
二
一
五
年
以

前
の
成
立
）
に
あ
り
、「
河
内
源
氏
は
宗
教
的
・
呪
術
的
要
素
も
含
め
て
王
権
を
擁
護
す
る
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
」
と
も
指
摘
す
る
。

十
三
世
紀
以
降
、
頼
光
や
義
家
た
ち
の
武
勲
が
成
長
し
て
い
く
。
十
三
世
紀
は
、
平
家
物
語
が
形
成
さ
れ
て
い
く
時
代
で
も
あ
る
。

頼
政
の
文
武
、
特
に
武
人
的
側
面
を
強
調
す
る
に
あ
た
っ
て
、
源
氏
の
先
人
た
ち
の
活
躍
が
怪
物
退
治
に
肥
大
し
て
い
く
時
代
の
風
潮

に
沿
っ
て
、
頼
政
も
化
け
物
を
退
治
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
頼
政
の
武
勲
譚
は
、
大
内
守
護
を
象
徴
的
に
捉
え
た
話
と
も
概
括
さ
れ
て
い
る５

）
。
更
に
、
Ⓐ
の
和
歌
も
「
大
内
守
護
」
と
関

わ
る
こ
と
を
加
え
た
い
。
頼
政
説
話
は
、「
大
内
守
護
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
も
い
る
。

六

平
家
物
語
に
お
け
る
頼
政
の
謀
叛

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
頼
政
の
説
話
が
必
要
と
さ
れ
た
の
か
。

平
家
物
語
で
は
、
頼
政
が
以
仁
王
を
唆
し
て
乱
を
起
こ
し
た
と
描
く
。
し
か
し
、
歴
史
的
に
は
、
以
仁
王
主
導
と
さ
れ
る
。
以
仁
王

の
性
格
も
、
平
家
物
語
で
は
、
自
分
で
決
断
を
下
せ
ず
、
占
い
や
周
囲
の
力
に
よ
っ
て
決
め
る
、
弱
々
し
く
受
動
的
で
、
悩
め
る
風
流

貴
公
子
と
描
か
れ
る
。
対
す
る
頼
政
は
、
謀
叛
の
首
謀
者
と
し
て
、
謀
叛
を
起
こ
す
必
然
性
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
武
人

と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
武
芸
譚
も
強
調
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
頼
政
の
武
芸
譚
は
、『
十
訓
抄
』
の
鵺
退
治
し
か
な
か
っ
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た
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
全
く
違
う
話
を
創
作
し
な
い
限
り
は
、
鵺
退
治
を
加
工
す
る
し
か
な
か
っ
た
。

平
家
物
語
の
構
図
か
ら
見
る
と
、
物
語
の
前
半
で
は
平
家
は
朝
廷
の
側
に
い
る
。
従
っ
て
、
頼
政
は
平
家
や
社
会
に
私
憤
や
恨
み
を

抱
き
、
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
謀
叛
を
起
こ
し
た
と
描
か
れ
、
そ
の
行
為
は
非
難
さ
れ
る
。
し
か
し
、
後
半
で
は
流
れ
が
逆
転
し
、

平
家
は
悪
人
と
し
て
追
放
さ
れ
、
頼
朝
が
権
力
を
握
る
。
作
者
は
物
語
後
半
ま
で
見
通
し
て
い
る
の
で
、
前
半
の
展
開
に
あ
っ
て
も
、

後
半
の
論
理
を
兼
ね
備
え
る
必
要
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
頼
政
の
行
為
を
批
判
し
な
が
ら
も
、
一
方
で
、
実
は
、
か
つ
て
は
、
朝
廷
（
大

内
）
を
守
護
す
る
人
間
で
、
朝
廷
を
守
護
す
る
立
場
で
活
動
し
て
い
た
と
も
書
い
て
お
け
ば
、
頼
政
の
立
場
を
逆
転
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。「
大
内
守
護
」
は
大
変
都
合
の
良
い
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
。

以
上
、
延
慶
本
を
軸
と
す
る
こ
と
か
ら
離
れ
て
、
頼
政
の
変
化
退
治
説
話
の
成
立
の
経
緯
、
舞
台
設
定
等
を
考
え
、
改
編
の
様
を
見

て
き
た
。
平
家
物
語
の
多
様
性
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
た
ら
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。

注（
１
）
拙
著
『『
平
家
物
語
』
本
文
考
』（
汲
古
書
院

二
〇
一
三
年
）

（
２
）
高
橋
伸
幸
「
内
閣
文
庫
所
蔵

増
補
系
平
家
物
語
零
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就
き
て
の
研
究

本
文
篇

」（「
札
幌
大
学
教
養
部
女
子
短
期
大
学
部
紀
要
」
19
号

一
九
八
一
年
九
月
）

（
３
）
拙
稿
「
延
慶
本
平
家
物
語
の
陥
穽
｜
以
仁
王
の
乱
の
描
写
を
対
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と
し
て
｜
」（
鈴
木
彰
・
三
澤
裕
子
編
『
い
く
さ
と
物
語
の
中
世
』
汲
古

書
院

二
〇
一
五
年
八
月
）

（
４
）
元
木
泰
雄
『
源
満
仲
・
頼
光
｜
殺
生
放
逸

朝
家
の
守
護
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

二
〇
〇
四
年
）

（
５
）
生
駒
孝
臣
「
源
頼
政
と
以
仁
王
｜
摂
津
源
氏
一
門
の
宿
命
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『
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治
の
内
乱
と
鎌
倉
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府
の
成
立
』
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文
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二
〇
一
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四
年
六
月
）

キ
ー
ワ
ー
ド

平
家
物
語

頼
政

変
化
（
へ
ん
げ
）

鵺
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